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１　はじめに
　今回は、労働基準法等の労働法に
おける女性の保護のあり方、育児支
援の概要についてお書きしたいと
思います。

２　女性の保護
　労働基準法は、以前は、①妊娠・
出産など女性の母性を保護する規
定とともに、②女性が男性と比較し
て体力が弱い等の事情を考慮して、
時間外・休日労働の特別規制や深
夜業の禁止など、女性一般を保護す
る規定を置いていました。
　しかし、女性を一般的に保護する
こと（②）は、真の男女平等の理念
に反する面があり、また、たとえば
男性と同じように仕事をしようとし
ても女性は夜の10時には退社せざ
るを得ないなど、女性の労働への参
画を実質的に妨げる結果となって
いるとの意見が強まりました。そこ
で、平成9年の労働基準法改正（平
成11年4月から施行）により、女性
の母性保護規定（①）は充実したも
のとする一方、女性の一般的保護規
定（②）は基本的に撤廃されることと
なりました。以前は、たとえば、コン
ビニなどで夜10時以降、女性の店員
さんを見かけることはありませんで
したが、最近は深夜でも女性店員を
見かけるのは、この労働基準法改正
の結果です。

３　労働基準法における女性保護
　  規定
　以下、労働基準法における現在の女
性保護に関する規定を説明します。

⑴ 坑内業務の就業制限（労基法64
条の2）
　妊娠中の女性及び坑内で行わ
れる業務に従事しない旨を使用
者に申し出た産後１年を経過し
ない女性を坑内業務に就かせて
はいけません。また、坑内業務の
うち人力による掘削業務など作
業員の業務に女性を就かせては
いけません。

⑵ 妊産婦の危険有害業務の就業制
限（労基法64条の3）
　妊産婦（妊娠中及び産後1年を
経過しない女性）を重量物取扱
業務、有害ガスを発生させる業
務など妊娠、出産、哺育（ほいく）
等に有害な業務に就かせてはい
けません。例えば、足場の組立
て、解体又は変更の業務（地上又
は床上における補助作業の業務
を除く。）について、妊娠中の女
性をこれらの業務に就かせては
ならず、産後1年を経過しない女
性から申出があった場合も就か
せてはなりません。

⑶ 産前・産後休業（労基法65条1項、
２項）
　出産予定日前6週間（多胎妊娠
の場合は14週間）について、出産
予定の女性労働者が休業を請求
した場合、就業させてはいけませ
ん（産前休業。なお、出産日当日
はこの産前休業に含まれます）。
　また、出産後8週間は、女性労
働者からの請求の有無にかかわ
らず、就業させてはいけません
（産後休業）。ただし、産後6週間
を経過した場合で、女性本人が

請求し医師が支障ないと認めた
業務に就業させることは差し支
えありません。

⑷ 妊娠の軽易業務転換（労基法65
条3項）
　妊娠中の女性から請求があった
場合には、他の軽い業務に業務内
容を変更しなければなりません。

⑸ 妊産婦に対する変形労働時間制
の適用についての制限（労基法
66条1項）
　いわゆる変形労働時間制がと
られている場合であっても、妊産
婦が請求した場合には、1日及び
1週間の法定労働時間を超えて
労働させることはできません。

⑹ 妊産婦の時間外労働、休日労働、
深夜業の制限（労基法66条2、3項）
　妊産婦が請求した場合には、
時間外労働、休日労働又は深夜
業をさせてはなりません。

⑺ 育児時間（労基法67条）
　満1歳未満の幼児を育てる女
性は、1日2回それぞれ少なくと
も30分の育児時間を請求するこ
とができます。

⑻ 生理休暇（労基法68条）
　生理日の就業が著しく困難な
女性は生理休暇（半日、時間単位
でも可能）を請求することができ
ます。 

４　育児介護休業法とは？
　近年、仕事と私生活の調和「ワー
クライフバランス」の必要性が強調
されていることは皆様ご承知のとお
りです。といっても、皆様が従事し
ている舞台・テレビ照明の業界が大

公益社団法人日本照明家協会監事　梅本寛人（弁護士）



「女性の保護と
　　　　 育児支援」

法律相談法律相談法律相談
梅ち

ゃん先生の

第11回

39Journal of Japan Association of Lighting Engineers & Designers

変な激務であることは承知しており
ますが（我々弁護士の業界も人のこ
とは言えないくらい激務ですが…）、
今一度「ワークライフバランス」とい
う概念を再確認していただければと
思います。
　さて、この「ワークライフバランス」
を実現するための休業制度として平
成3年に「育児休業法」が制定され、
育児休業「育休」が初めて保障され
ました。そして、平成7年には同法
が「育児介護休業法」に改正されて、
介護休業も保障されるに至っていま
す。その後、この育児介護休業法は
徐々に改正されて、育休制度は拡大
していきましたが、現在の育休、介
護休業制度の特徴は、①男性でも女
性でも取得できる（夫婦そろっても
取得可能）こと、②使用者は業務の
繁忙等を理由としてこれを拒否した
り時季を変更することができないこ
と、③育休や介護休業中に給料は出
ないが、雇用保険から一定の給付が
なされること、にまとめられます。

５　育休制度のあらまし
　以下では、育休制度のあらましに
ついて説明したいと思います。
⑴ 休業対象者、休業期間
　満1歳未満の子を養育する労
働者は、男女を問わず、子が満1
歳に達するまでの期間（1歳の時
点で保育所に入所できない等の
事情がある場合は1歳6か月ま
で、1歳6か月の時点でも同様の
事情がある場合は満2歳に達す
るまでの期間）、育児休業を取得
することができます。ただし、有
期労働契約者は、①同一の事業
主に引き続き1年以上雇用され
ていること、②子が1歳6か月に
達する日までに労働契約（更新さ
れる場合には更新後の契約）の
期間が満了することが明らかで
ないこと、これらを充たすときに
限り育児休業を取得できます。
　育児休業の期間は、原則とし
て子が1歳になるまでの1年間で
すが、父と母がともに育児休業
を取得する場合は、子が1歳2か
月になるまでの間で1年間育児
休業を取得することできます（育
児介護休業法9条の2。いわゆる
「パパ・ママ育休プラス」）。

⑵ 休業の申出
　育児休業は、労働者に当然に
発生するのではなく、対象労働
者が事業主に申し出ることを要
件としています。 この育児休業
の申出は、一定の時期に一定の
方法によって行わなければなり
ません。申出の回数は、特別の事
情がない限り1人の子につき1回
であり、申し出ることのできる休
業は連続した一まとまりの期間
の休業となります。ただし、子の
出生後8週間以内の期間内にさ
れた最初の育児休業については、
特別な事情がなくても再度の取
得が可能です（育児休業の再度
取得の特例。いわゆる「パパ休
暇」）。事業主は、育児休業の申出
がなされたときは、育児休業開
始予定日および育児休業終了予
定日等を労働者に速やかに通知
しなければなりません。

⑶ 事業主の義務
　事業主は、要件を充たした労
働者から育児休業の申出があっ
た場合は、これを拒むことはでき
ません。ただし、①その事業主に
継続して雇用された期間が１年
に満たない労働者、②その他育児
休業をすることができないとする
ことについて合理的な理由があ
ると認められる労働者について、
育児休業をすることができないこ
ととする労使協定があるときは、
事業主は、育児休業の申出を拒む
ことができ、拒まれた労働者は育
児休業をすることができません。
　なお、事業主は、育児休業の期
間中、育休取得者に賃金を支払
う義務はありません。もっとも、
育休取得者のうち一定の要件を
充たす者には休業前の賃金の
67％を支給する育児休業給付制

度が設けられています。
　それでは、育休が終わった後に、
事業者は、育休取得者を元と同一
の仕事に復帰させなければならな
いでしょうか？
　この点、育児介護休業法では、同
一の仕事に復帰させることまでは
義務づけられていません。しかし、
事業主は、労働者が育児休業の申
出や取得をしたことを理由として、
解雇その他の不利益な取り扱いを
してはならないと規定されていま
す（育児介護休業法10条）。した
がって、たとえば、育休が終わった
者を元の仕事とは異なる仕事に就
けることが、業務上の必要といった
正当な理由からでなく、育休の申出
や取得自体を理由としてなされた
場合は違法です。また、たとえば正
社員であった育休取得者に対して、
処遇が低くなるパートタイム労働
への転換を強制したり、解雇をし
たりすることは、それを正当化する
特別な理由がない限り、不利益な
取り扱いとして違法となりますか
ら注意が必要です。
　では、昇給の要件や賞与支給の
要件として出勤率要件を設け、先
に述べました産前・産後休業や育
児休業を欠勤扱いとし、その結果、
昇給や賞与支給がなされないとす
ることに問題はないでしょうか？
　先に述べましたとおり、育児休業
中に給与を支給しないことは違法で
はありません。しかし、欠勤扱いと
することによって昇給や賞与支給に
影響する場合は、結果的に、育休を
申し出るという労働者の権利行使を
抑制し、育児休業制度の趣旨を失わ
せることになりますから認められま
せん（最高裁平成15年12月4日判
決）。この点も注意が必要と言える
でしょう。




